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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｃｕから成る基板電極を有する配線基板と、
　Ｃｕから成るチップ電極を有し、前記チップ電極と前記基板電極の間に供給されたＳｎ
－Ｉｎはんだ粉末とＮｉ粒子を混ぜたはんだペーストを加熱することで、その内部にＳｎ
－Ｃｕ－Ｎｉ化合物を析出させたはんだ層を介して前記配線基板上に搭載された半導体チ
ップと、を含む、半導体装置。
【請求項２】
　前記Ｓｎ－Ｃｕ－Ｎｉ化合物は、前記半導体チップの前記チップ電極あるいは前記配線
基板の前記基板電極のどちらか一方と接触する請求項１記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記Ｓｎ－Ｃｕ－Ｎｉ化合物は、前記半導体チップの前記チップ電極および前記配線基
板の前記基板電極の両方と接触する請求項１記載の半導体装置。
【請求項４】
　以下の工程を含む半導体装置の製造方法：
（ａ）Ｃｕから成るチップ電極を有する半導体チップと、Ｃｕから成る基板電極を有する
配線基板を準備する工程；
（ｂ）Ｓｎ－Ｉｎはんだ粉末とＮｉ粒子を混ぜたはんだペーストを、前記半導体チップの
前記チップ電極と前記配線基板の前記基板電極の間に供給する工程； 
（ｃ）前記はんだペーストを加熱することで、その内部にＳｎ－Ｃｕ－Ｎｉ化合物を析出
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させたはんだ層を形成する工程。
【請求項５】
　前記Ｓｎ－Ｃｕ－Ｎｉ化合物は、前記半導体チップの前記チップ電極あるいは前記配線
基板の前記基板電極のどちらか一方と接触する請求項４記載の半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　前記Ｓｎ－Ｃｕ－Ｎｉ化合物は、前記半導体チップの前記チップ電極および前記配線基
板の前記基板電極の両方と接触する請求項４記載の半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　Ｃｕから成る第１チップ電極を有する第１半導体チップと、
　Ｃｕから成る第２チップ電極を有し、前記第１チップ電極と前記第２チップ電極の間に
供給されたＳｎ－Ｉｎはんだ粉末とＮｉ粒子を混ぜたはんだペーストを加熱することで、
その内部にＳｎ－Ｃｕ－Ｎｉ化合物を析出させたはんだ層を介して前記第１半導体チップ
上に搭載された第２半導体チップと、を含む、半導体装置。
【請求項８】
　前記Ｓｎ－Ｃｕ－Ｎｉ化合物は、前記第１半導体チップの前記第１チップ電極あるいは
前記第２半導体チップの前記第２チップ電極のどちらか一方と接触する請求項７記載の半
導体装置。
【請求項９】
　前記Ｓｎ－Ｃｕ－Ｎｉ化合物は、前記第１半導体チップの前記第１チップ電極および前
記第２半導体チップの前記第２チップ電極の両方と接触する請求項７記載の半導体装置。
【請求項１０】
　以下の工程を含む半導体装置の製造方法：
（ａ）Ｃｕから成る第１チップ電極を有する第１半導体チップと、Ｃｕから成る第２チッ
プ電極を有する第２半導体チップを準備する工程；
（ｂ）Ｓｎ－Ｉｎはんだ粉末とＮｉ粒子を混ぜたはんだペーストを、前記第１半導体チッ
プの前記第１チップ電極と前記第２半導体チップの前記第２チップ電極の間に供給する工
程； 
（ｃ）前記はんだペーストを加熱することで、その内部にＳｎ－Ｃｕ－Ｎｉ化合物を析出
させたはんだ層を形成する工程。
【請求項１１】
　前記Ｓｎ－Ｃｕ－Ｎｉ化合物は、前記第１半導体チップの前記第１チップ電極あるいは
前記第２半導体チップの前記第２チップ電極のどちらか一方と接触する請求項１０記載の
半導体装置の製造方法。
【請求項１２】
　前記Ｓｎ－Ｃｕ－Ｎｉ化合物は、前記第１半導体チップの前記第１チップ電極および前
記第２半導体チップの前記第２チップ電極の両方と接触する請求項１０記載の半導体装置
の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置の製造技術に関し、特に、半導体チップ間を貫通する電極を用い
て、上下間の半導体チップ、配線基板の電気的な接続を行う積層方法、及び、これを用い
た半導体装置、電気機器に関する。また、半導体チップが搭載された配線基板を積層した
半導体装置、電子部品にも適用して有効な技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の、携帯電話やデジタルカメラなどの電子機器においては、電子機器の高機能化・
小型軽量化が重要であり、これを実現するための電子部品としては、高機能、小型、薄型
の電子部品が必要となっている。このため、電子部品の搭載される半導体チップの大規模
集積回路（ＬＳＩ）の微細化による高密度化、及び、パッケージの構造として、ＳｉＰ（
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Ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎ　Ｐａｃｋａｇｅ）技術による高密度化が進められている。
【０００３】
　しかしながら、ＬＳＩを更に微細化するためには、ＬＳＩ製造ラインを更新しなければ
ならず、巨額な設備投資が必要となる。また、微細化によりリーク電流などの問題も顕著
となり、性能向上度が、理論値からずれる場合も生じてきた。
【０００４】
　ＳｉＰの構造は、インターポーザー基板などと呼ばれる中間基板に複数のＬＳＩを搭載
し、樹脂封止したもので、チップ電極、インターポーザー基板電極間は、Ａｕ線などを用
いてワイヤボンディングにより接続することが多い。ワイヤボンディングは、ワイヤの引
き回しの自由度が高いため、電気的な接続に有効である。実装面積を小さくできる方法と
して、インターポーザー基板の直上に搭載されるチップは、チップの能動素子面をインタ
ーポーザー基板側に向けて、Ａｕバンプ、はんだバンプ、ＡＣＦ（Ａｎｉｓｏｔｒｏｐｉ
ｃ　ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅ　ｆｉｌｍ）などによりフリップチップ接続することも増えて
いる。
【０００５】
　そこで、このＳｉＰ構造の電子部品を更に高密度化、小型化するためには、チップ、基
板の薄型化、電極の狭ピッチ化などが必要であるが、主に有機基板からなる中間基板の製
造限界、Ａｕ線などのワイヤ細線化限界、微細領域のワイヤボンディング信頼性などから
難しくなっている。更に、携帯機器向けの電子部品においては、低消費電力化への要求が
厳しくなっている。ＳｉＰ構造では、各チップから、一度、中間基板を介して接続するた
め、配線長が長く、高速伝送が困難であるとともに、消費電力も大きいという問題がある
。
【０００６】
　以上より、ますます進む高機能化、小型化、更に低消費電力化への要求に対し、上記の
、ＬＳＩの微細化による高密度化、ＳｉＰ技術による高密度化の対策では、十分に答えら
れないものとなってきた。
【０００７】
　そこで、３次元ＬＳＩが上記の問題の１つの解として注目されてきている。この３次元
ＬＳＩは、チップを貫通する電極を用いて、上下間のチップ、基板の電気的な接続を行う
ものであり、配線長を短くできることから、高速伝送、低消費電力化に効果的である。ま
た、実装面積も小さくなり、小型化にも有利である。このため、上下間の積層接続のため
に、各種の方式が提案されている（例えば特許文献１～３）。
【０００８】
　特許文献１には、半導体チップのスタック方法について記載されている。複数のチップ
搭載領域が決められた半導体基板の各チップ搭載位置に、チップをスタックする。その後
、スタックされたチップを封止材で封止する。その後、チップ搭載領域の外側の決められ
た位置で半導体基板を切断し、複数の半導体装置に分離する。
【０００９】
　特許文献２には、基板積層方法について記載されている。基板を積層する際に基板の反
りを抑制し、基板の取り扱いを容易にすることが可能な基板積層方法を提供するものであ
り、基板間を接続した後、背面から貫通電極が露出するまで削って薄型化する方法である
。
【００１０】
　特許文献３には、接合温度を低くして接続する方法が記載されている。これは、導体層
に銅－インジウム合金を含む中間層を介してインジウムからなる導体を用いて接続するも
のであり、Ｓｎ－３．５Ａｇなどのはんだ合金バンプより接合温度を低く設定できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２００５－５１１５０号公報
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【特許文献２】特開２００８－１３５５５３号公報
【特許文献３】特開２００７－２３４８４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　しかしながら、前記のような３次元ＬＳＩでは、チップ、基板が高密度化のために薄型
化するにつれて、反りが生じ易くなり、取り扱いが難しくなる。且つ、これらの反りのあ
る部材同士を正確に位置合わせして接続するのも難しくなっている。
【００１３】
　また、接続時に高温になると、接続部材間の材料物性の違いにより反り量の差が大きく
なる場合がある。このため、接続時の温度は高温でない方が望ましい。例えば、Ｓｎ－Ａ
ｇ系はんだなどの融点が２２０℃前後の材料を用いた場合には、材料が固まる温度（融点
）で接続部が拘束され、室温に冷却されるまでの材料収縮量の違いにより応力が接続部に
残留することがあり、長期的な接続部の信頼性に対しては、この残留応力量を低減する必
要がある。このため、低温で接続することが有効である。特に、基板／チップ間の接続で
は、基板の半導体チップ間の熱膨張係数差が大きいために接続部の残留応力が大きくなる
ため、基板のガラス転移温度以下で接続部が固化できれば、残留応力を大幅に低減するこ
とが可能である。
【００１４】
　このため、上記の特許文献３に示したようなインジウムなどの金属を用いて、接続する
方式が提案されている。
【００１５】
　しかしながら、チップ、基板を積層して高密度の半導体パッケージを提供するためには
、チップなどを積層接続するたびに加熱する工程が必要であり、接続部が何度も加熱溶融
される。そのため、始めに接続した部分がその後に加熱され、溶融して外れる不具合が発
生する可能性がある。従って、始めに接続した部分が、その後、加熱されても問題が生じ
ない接続部に予めしておく必要がある。
【００１６】
　また、特に薄いチップを積層接続する工程では、チップへのダメージが生じないよう、
低荷重で行う必要がある。
【００１７】
　以上から、本発明は、薄いチップ、基板を積層し、高機能で高速伝送が可能な高信頼半
導体パッケージ（半導体装置）を実現するために、低温、低荷重で確実に接続可能で、積
層プロセス、その後の実装プロセスなどで加熱されても接続部が形状を保つことが可能な
接続プロセス、接続構造を提供することを目的とするものである。
【００１８】
　本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面か
ら明らかになるであろう。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば次の通り
である。
【００２０】
　（１）半導体チップ、または、半導体チップを搭載した配線基板を積層した半導体装置
であって、積層した半導体チップまたは配線基板の電極間の接続構造は、Ｃｕを主成分と
する一対の電極と、電極間に挟まれるＳｎ－Ｉｎ系合金によるはんだ層とを有し、はんだ
層中には、Ｓｎ－Ｃｕ－Ｎｉ化合物が分散されていることを特徴とする。
【００２１】
　（２）半導体チップ、または、半導体チップを搭載した配線基板を積層した半導体装置
の製造方法であって、積層する半導体チップまたは配線基板の表面にＣｕを主成分とする
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電極を形成する工程と、電極間にＮｉ粒子を分散させたＳｎ－Ｉｎ系合金によるはんだを
供給する工程と、電極間を加熱し、はんだ中にＳｎ－Ｃｕ－Ｎｉ化合物を分散させる工程
とを有することを特徴とする。
【００２２】
　（３）半導体チップ、または、半導体チップを搭載した配線基板を積層した半導体装置
であって、積層した半導体チップまたは配線基板の電極間の接続構造は、Ｃｕを主成分と
する一対の電極と、電極間に挟まれるＳｎ－Ｉｎ系合金によるはんだ層とを有し、はんだ
層中には、２種類の粒径分布を有するＳｎ－Ｃｕ－Ｎｉ化合物が分散されていることを特
徴とする。
【００２３】
　（４）半導体チップ、または、半導体チップを搭載した配線基板を積層した半導体装置
の製造方法であって、積層する半導体チップまたは配線基板の表面にＣｕを主成分とする
電極を形成する工程と、電極間に２種類の粒径分布を有するＮｉ粒子を分散させたＳｎ－
Ｉｎ系合金によるはんだを供給する工程と、電極間を加熱し、はんだ中にＳｎ－Ｃｕ－Ｎ
ｉ化合物を分散させる工程とを有することを特徴とする。
【００２４】
　（５）半導体チップ、または、半導体チップを搭載した配線基板を積層した半導体装置
を製造するのに用いるはんだであって、はんだ粉末と粒子とを含み、はんだ粉末は、Ｓｎ
－Ｉｎ、Ｓｎ－Ｂｉ、Ｓｎ－Ｂｉ－Ｉｎの１種からなり、或いは、更にこれらに、Ａｇ、
Ｇｅ、Ｃｕ、Ａｌ、Ｆｅ、Ｐｔ、Ｐを少なくとも１種以上添加したものであり、粒子は、
Ｎｉ、Ａｌ、Ｆｅ、Ｇｅ、Ａｇ、Ｐｔを用い、これらの粒子を単体で含有させたり、或い
は、複数材料を組み合わせて含有させたものであることを特徴とする。
【００２５】
　（６）半導体チップまたは配線基板の積層構造において、この積層構造が再加熱時に耐
え得るためには、電極間の接続部の高さが５０μｍ以下であり、更に望ましくは、接続部
の高さは３０μｍ以下であることを特徴とする。また、この接続部中では、析出した化合
物が、上下の電極との界面に生じている化合物層に接する構造が望ましい。
【発明の効果】
【００２６】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものによって得られる効果を簡単に説明
すれば以下の通りである。
【００２７】
　Ｓｎ－Ｉｎ系合金により接続しているため、Ｓｎ－Ｉｎ系合金では、Ｓｎ－５２ｍａｓ
ｓ％Ｉｎの場合に融点が１２０℃まで低温化できることから、低温で接続可能であり、反
りによる問題が低減し、接続歩留まりを向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の実施の形態１における第１の接続構造を示す図である。
【図２】図１に示した第１の接続構造を実現するための前段階の構造を示す図である。
【図３】図１に示した第１の接続構造を実現するための前段階の構造として、他の例を示
す図である。
【図４】本発明の実施の形態１における第２の接続構造を示す図である。
【図５】図４に示した第２の接続構造を実現するための前段階の構造を示す図である。
【図６】本発明の実施の形態１における第３の接続構造を示す図である。
【図７】図６に示した第３の接続構造を実現するための前段階の構造を示す図である。
【図８】本発明の実施の形態２における半導体装置の製造方法において、Ｓｉウェハと半
導体チップの配置を示す図である。
【図９】図８のＳｉウェハを用いた半導体チップの形成方法を示す図である。
【図１０】図９に示した半導体チップの積層接続方法及び半導体装置の構造を示す図であ
る。
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【図１１】図１０に続く、半導体チップの積層接続方法及び半導体装置の構造を示す図で
ある。
【図１２】図９から図１１に示す半導体チップを積層接続する際の接続構造の詳細な変化
を示す図である。
【図１３】本発明の実施の形態３における半導体装置の製造方法において、半導体チップ
の積層接続方法及び半導体装置の構造を示す図である。
【図１４】図１３に続く、半導体チップの積層接続方法及び半導体装置の構造を示す図で
ある。
【図１５】本発明の実施の形態４として、Ｃｕポストを有する半導体チップを有機基板に
接続する方法を示す図である。
【図１６】本発明の実施の形態１の接続構造を用いた他の接続形態として、半導体パッケ
ージを３段に積層接続した構造を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、実施の形態を説明
するための全図において、同一部には原則として同一符号を付し、その繰り返しの説明は
省略する。
【００３０】
　（実施の形態１）
　図１を用いて、本発明の実施の形態１における第１の接続構造を説明する。本実施の形
態においては、半導体チップ、または、半導体チップを搭載した配線基板を積層した半導
体装置を例に、積層した半導体チップまたは配線基板の電極間の接続構造について説明す
る。
【００３１】
　図１に示した第１の接続構造１は、積層した下側の半導体チップまたは配線基板の電極
２と、積層した上側の半導体チップまたは配線基板の電極３と、この一対の電極２，３の
間に挟まれるはんだ層５とから構成される。この第１の接続構造１では、一対の電極２，
３の界面に、Ｓｎ－Ｃｕ－Ｎｉ化合物４が析出され、また、はんだ層５の内部に、Ｓｎ－
Ｃｕ－Ｎｉ化合物６が分散されている。
【００３２】
　電極２，３は、Ｃｕ、またはＣｕを主成分とする材料からなる。このときの電極２と電
極３との間の間隔（接続部の高さ）ｄ１は５０μｍ以下であり、望ましくは３０μｍ以下
である。はんだ層５は、Ｓｎ－Ｉｎ系合金のはんだからなる。また、はんだ層５の内部に
形成されているＳｎ－Ｃｕ－Ｎｉ化合物６が、どちらかの電極界面に形成されているＳｎ
－Ｃｕ－Ｎｉ化合物４と接していること、さらに望ましくは両方の電極界面に形成されて
いるＳｎ－Ｃｕ－Ｎｉ化合物４と接していることが望ましい。
【００３３】
　図１に示した第１の接続構造１を実現するための前段階の構造を図２に示す。図２は、
Ｃｕによる電極２，３の間に、Ｎｉ粒子を分散させたＳｎ－Ｉｎ系合金によるはんだペー
スト、具体的にはＳｎ－Ｉｎはんだ粉末７とＮｉ粒子８と有機成分９を混ぜたはんだペー
スト１０を供給した状態を示したものであり、これを加熱することにより、Ｓｎ－Ｉｎは
んだ粉末７からＳｎが供給され、Ｎｉ粒子８からＮｉが供給されて、Ｃｕによる電極２，
３界面には、図１に示したように、Ｓｎ－Ｃｕ－Ｎｉ化合物４が析出している。また、は
んだペースト１０の内部は、添加したＮｉ粒子８を核として、電極２，３からのＣｕとＳ
ｎ－Ｉｎはんだ粉末７中のＳｎとの反応により、Ｓｎ－Ｃｕ－Ｎｉ化合物６が析出し、図
１のような構造に変化している。
【００３４】
　有機成分９は、有機溶剤のほかに、はんだのぬれ性を向上させるために、酸、有機酸な
どの活性なフラックス成分が含まれていても良い。これらのはんだペースト１０は、接続
後のプロセスで洗浄が可能ならば、活性の強いハロゲン成分が含まれていても良い。しか
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し、無洗浄プロセスに対応するためには、フラックス残りに腐食性がないことが重要で、
低ハロゲン、ハロゲンフリーのものが重要である。また、加熱後のフラックス残りが問題
になる場合には、有機溶剤が揮発しやすく、固形分の少ない有機成分９とする。接続後の
強度を向上するためには、加熱時に硬化する樹脂成分を含む有機成分９を用いれば、接続
構造周囲を樹脂で覆うことが可能であり、接続強度を向上できる。
【００３５】
　はんだペースト１０の電極２，３への供給方法は、ディスペンサー供給、印刷方式、デ
ィップ方式などで行う。薄いはんだ層５を形成するのに、はんだ量を少なく供給するのが
難しい場合には、はんだペースト１０中の有機成分９の割合を多くして、加熱後に残るは
んだ量を調整することは、ある程度可能である。
【００３６】
　図１に示した第１の接続構造１を実現するための前段階の構造として、他の例を図３に
示す。図３は、はんだペースト１０に、Ｎｉコア１１をＳｎ－Ｉｎ層１２で被覆したはん
だ粒子が含まれている。このほかに、Ｓｎ－Ｉｎはんだ粉末７、有機成分９が含まれてい
て、これらを加熱することにより、電極２，３からＣｕが供給され、Ｎｉコア１１の周囲
が化合物化し、図１に示したように、Ｓｎ－Ｃｕ－Ｎｉ化合物６がＳｎ－Ｉｎ系合金のは
んだ層５中に析出される。図３に示した方式の長所としては、Ｎｉコア１１が予め被覆さ
れているため、本来、ぬれのあまり良くないＮｉのぬれ性の問題が低減されることである
。
【００３７】
　また、図２及び図３では、電極２，３間にはんだペースト１０を供給し、一度に加熱し
て図１の接続構造１を形成したが、一対の電極２，３のうちの一方の電極にはんだペース
トを供給し、加熱し、その後、他方の電極と位置合わせして加熱することにより、図１の
接続構造を形成しても良い。この場合、他方の電極に接合するときのはんだ付け性が問題
になるが、フラックス成分をスプレー、スピンコート、ディスペンサーなどの方法により
別途添加することなどで解決可能である。
【００３８】
　Ｓｎ－Ｉｎはんだ粉末７、Ｎｉ粒子８の大きさについては、はんだ層５の厚みの制約か
ら、Ｓｎ－Ｉｎはんだ粉末は３０μｍ以下、望ましくは、１５μｍ以下であり、Ｎｉ粒子
８は２０μｍ以下である。
【００３９】
　本発明の実施の形態１における別の接続構造として、２種類の粒径分布を有するＳｎ－
Ｃｕ－Ｎｉ化合物を形成した第２の接続構造１３を図４に示す。即ち、第２の接続構造１
３は、Ｃｕによる電極２，３界面にＳｎ－Ｃｕ－Ｎｉ化合物４が形成され、Ｓｎ－Ｉｎ系
合金のはんだ層５中に、大きい粒径のＳｎ－Ｃｕ－Ｎｉ化合物１４と、小さい粒径のＳｎ
－Ｃｕ－Ｎｉ化合物１５が形成された構造である。
【００４０】
　この第２の接続構造１３を実現するための前段階の構造を図５に示す。図５は、加熱前
の様子を示し、２種類の粒径分布を有するＮｉ粒子を分散させたＳｎ－Ｉｎ系合金による
はんだペースト１６が電極２，３間に供給された状態であり、具体的には、５～２０μｍ
のＮｉ粒子１７と０．１～５μｍのＮｉ粒子１８を含むものであり、他にはＳｎ－Ｉｎは
んだ粉末７、有機成分９で構成されている。大きい粒径のＮｉ粒子１７は、Ｃｕ、Ｓｎと
化合物化して体積が増し、図４中のＳｎ－Ｃｕ－Ｎｉ化合物１４となり、その後の加熱に
よっても、接続構造１３が安定化できるように寄与するものである。一方、微細なＮｉ粒
子１８は、加熱後には図４中の小さい粒径のＳｎ－Ｃｕ－Ｎｉ化合物１５となり、表面積
割合が多くなるため、反応性を高めるのに寄与するものである。また、他の効果として、
粒径の大きいＮｉ粒子１７により形成された大きい粒径のＳｎ－Ｃｕ－Ｎｉ化合物１４は
、例えば熱圧着接続プロセスなどで、ヘッドを降下させたときに、接続部の高さｄ２が安
定的に決められることに有効である。
【００４１】
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　以上説明した第１の接続構造１及び第２の接続構造１３において、はんだペーストの成
分に関しては、Ｓｎ－Ｉｎはんだ粉末以外にも、Ｓｎ－Ｂｉ、Ｓｎ－Ｂｉ－Ｉｎ、更にこ
れらに、Ａｇ、Ｇｅ、Ｃｕ、Ａｌ、Ｆｅ、Ｐｔ、Ｐを少なくとも１種以上添加したはんだ
粉末が適用可能である。Ｎｉ粒子以外としては、Ａｌ、Ｆｅ、Ｇｅ、Ａｇ、Ｐｔであり、
これらの粒子は単体ではんだペースト中に含有させても良いし、複数材料を組み合わせて
含有させても効果がある。しかしながら、上記のはんだ粉末成分に、上記の粒子成分を溶
かし込み合金化してから粉末化しても効果はない。或いは、反応後に金属化する有機成分
にして添加しても効果はない。即ち、金属粒子としてはんだペーストに添加し、これを核
として反応させ、Ｓｎ－Ｃｕ－Ｎｉ化合物を接続構造中に析出させることが重要である。
【００４２】
　本発明の実施の形態１における別の接続構造として、第３の接続構造２２を図６に示す
。この第３の接続構造２２を実現するための前段階の構造を図７に示す。第３の接続構造
２２は、図７に示した、突起のある形状のＮｉ１９を添加したはんだペースト２０を用い
たものであり、加熱後には図６に示すように、電極２，３界面に形成されたＳｎ－Ｃｕ－
Ｎｉ化合物４に突起のある形状のＳｎ－Ｃｕ－Ｎｉ化合物２１が引っかかるような状態と
なり、その後の再加熱時にはんだ層５が動くことを防止する効果を増すことができる。
【００４３】
　（実施の形態２）
　図８から図１２を用いて、本発明の実施の形態２として、前記実施の形態１の接続構造
を用いた半導体装置の製造方法について説明する。この半導体装置の仕様は、半導体チッ
プを中間基板上に４段積層し、中間基板の裏面には、マザーボードに実装するためにはん
だバンプを取り付けた構造を有するものである。
【００４４】
　図８は、Ｓｉウェハと半導体チップの配置を示す図である。図９は、図８のＳｉウェハ
を用いた半導体チップの形成方法を示す図である。図１０及び図１１は、図９に示した半
導体チップの積層接続方法及び半導体装置の構造を示す図である。図１２は、図９から図
１１に示す半導体チップを積層接続する際の接続構造の詳細な変化を示す図である。
【００４５】
　この半導体装置を製造するため、始めに、図８（１）に示すように、Ｓｉウェハ３１に
電気回路を形成した。これは、各半導体チップ３２に切断（各半導体チップ３２の境界線
４１で切断）する前の状態で、図８（２）に示すように、それぞれの半導体チップ３２の
、チップエリア周辺に配置した貫通電極に、はんだバンプ３３を有する。
【００４６】
　このはんだバンプ３３を有する半導体チップ３２の形成方法を図９に示す。（１）能動
素子面３４が形成されたＳｉウェハ３１を用いて、（２）Ｓｉウェハ３１の能動素子面３
４に凹部３５を形成し、この凹部３５内に導電部材３６を充填した後、（３）各貫通電極
上に、Ｓｎ－Ｉｎはんだ粉末とＮｉ粒子と有機成分とを混合したはんだペースト３７を、
メタルマスク３８を用いて印刷により供給し、加熱し、（４）はんだバンプ３３を形成し
た。その後、（５）図８のＳｉウェハ３１のはんだバンプ３３を形成した能動素子面３４
の背面を研削することにより、凹部３５内の導電部材３６を背面に露出させて裏面の電極
４０とした。これにより、Ｓｉウェハ３１の上下面を貫通させた。凹部３５内に充填させ
た導電部材３６はＣｕを用いた。次に、（６）各半導体チップ３２の境界線４１をダイシ
ングにより切断し、個片の半導体チップ３２を得た。
【００４７】
　半導体チップ３２の完成後の工程を図１０及び図１１に示す。（１）はんだバンプ３３
を形成した半導体チップ３２を熱圧着装置のステージ４２上に搭載し、（２）２段目の半
導体チップ３２を位置合わせして搭載し、加熱することにより、（３）１段目の半導体チ
ップ３２と２段目の半導体チップ３２の上下間電極を積層接続させた。（４）このような
貫通電極間の積層接続を繰り返して実施し、４段の半導体チップを積層（４４）し、（５
）このように積層接続した半導体チップ４４を反転して有機基板４５の電極４６に位置合
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わせし、加熱により接続させた。この後、（６）有機基板４５の裏面に外部端子用のはん
だボール４７を取り付け、有機基板４５を各個片に切り出し、半導体装置４８が完成した
。
【００４８】
　ここで、半導体チップを積層接続する際の接続構造の詳細な変化を図１２に示す。図１
２では、前記実施の形態１において図１と図２を用いて説明した第１の接続構造を例に示
している。
【００４９】
　図１２（１）は、Ｓｉウェハ３１に形成された凹部３５中に充填したＣｕからなる導電
部材３６による貫通電極上に、Ｓｎ－Ｉｎはんだ粉末７とＮｉ粒子８と有機成分９とを混
合したはんだペースト３７を、メタルマスク３８を用いて印刷により供給した状態を示し
ている。
【００５０】
　次に、図１２（２）は、メタルマスク３８を外し、Ｓｎ－Ｉｎはんだ粉末７の融点であ
る１２０℃以上の温度、例えば１４５℃に加熱した状況を示している。これにより、Ｃｕ
による貫通電極（導電部材３６）とＳｎ－Ｉｎ系合金のはんだ層５との界面にはＳｎ－Ｃ
ｕ－Ｎｉ化合物４が見られ、且つ、はんだ層５の内部にも、添加したＮｉ粒子８を核とし
て成長したＳｎ－Ｃｕ－Ｎｉ化合物６が分散している。これらがはんだバンプ３３の成分
となる。
【００５１】
　次に、この構造のはんだバンプ３３が形成された半導体チップに対し、この半導体チッ
プのはんだバンプ３３の上部に、別の半導体チップのＣｕによる貫通電極を接続させると
、図１２（３）に示したように、Ｓｎ－Ｉｎ系合金のはんだ層５中にＳｎ－Ｃｕ－Ｎｉ化
合物６が分散している構造となる。また、Ｃｕによる貫通電極との界面には、Ｓｎ－Ｃｕ
－Ｎｉ化合物４が見られる。
【００５２】
　このような接続構造を有することにより、積層接続が可能となる理由を説明する。まず
、Ｓｎ－Ｉｎ系合金のはんだ層５中に分散しているＳｎ－Ｃｕ－Ｎｉ化合物６の融点は高
いため、このＳｎ－Ｃｕ－Ｎｉ化合物６は、その後の再加熱工程でも溶融しない。かつ、
はんだ層５による接続高さを薄くし、この接続高さの中でＳｎ－Ｃｕ－Ｎｉ化合物６が占
める割合が高い部分を局所的に形成させることによって、はんだ層５の部分は再溶融して
も、接続部は破断しない。このため、積層接続が可能となる。
【００５３】
　しかし、より効果的には、全体を樹脂封止し、接着材による強度向上を図ることもより
確実に破断を防止できる。
【００５４】
　この構造は、フリップチップボンダなどの接合設備を用いて、熱圧着工程によって実現
できる。熱圧着工程では、被接続部間の距離を加圧により短くすることが可能であるため
、形成したＳｎ－Ｃｕ－Ｎｉ化合物が電極の上下面に達するまで押し込むことが可能で、
溶融時により安定した接続部を形成できる。リフロー炉などの加圧をしない設備でも、は
んだ量を最適化することにより、溶融時に安定した接続部を形成できる。
【００５５】
　上記のような工程により、半導体チップ３２が積層された半導体装置４８を得ることが
できた。この半導体装置４８の特徴は、Ｓｎ－Ｉｎ系合金のはんだ層５を用いたために低
温で接合でき、接続部に残る応力が低減できる。特に、有機基板（ＦＲ４、ＦＲ５）では
、ガラス転移温度がそれぞれ１２０℃、１５０℃程度であり、ガラス転移温度以下ではん
だが固化するため、融点が２２０℃付近のＳｎ－Ａｇ系、融点が２８０℃付近のＳｎ－Ａ
ｕ系と比較して残留応力が少なくなり、接続部形成の歩留まり向上とともに、長期信頼性
に優れた構造である。
【００５６】
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　（実施の形態３）
　図１３及び図１４を用いて、本発明の実施の形態３として、前記実施の形態１の接続構
造を用いた別の半導体装置の製造方法について説明する。前記実施の形態２ではＳｉウェ
ハ上で一括してはんだバンプ形成を行い、ダイシングして個片の半導体チップ３２となっ
たものを使用し、この半導体チップ３２の能動素子面３４を上にして積層し、最後にまと
めて有機基板４５に接続させた。しかし、この方法に限るものではない。
【００５７】
　本実施の形態における半導体装置の製造方法において、半導体チップの積層接続方法及
び半導体装置の構造として、例えば、図１３及び図１４に、半導体チップ３２の能動素子
面３４を下にして有機基板４５に接続させた例を示す。
【００５８】
　まず、（１）半導体チップ３２の能動素子面３４を有機基板４５側に向け、有機基板４
５上の電極４６と位置合わせし、熱圧着を行った。この有機基板４５は、１つの半導体チ
ップに対応するものではなく、複数の半導体チップに対応する有機基板でもあり、最終的
に各エリアに切り離すものである。次に、（２）加熱させ、有機基板４５に１段目の半導
体チップ３２を接続した。そして、（３）接続部の信頼性を向上するため、半導体チップ
３２と有機基板４５の間隙にアンダーフィル樹脂４９を注入させ、硬化させた。次に、（
４）有機基板４５を再度、熱圧着装置のステージ４２上に戻し、２段目の半導体チップ３
２を位置合わせて熱圧着した。これを繰り返し、（５）有機基板４５上に４段の半導体チ
ップ３２を積層した。次に、（６）有機基板４５上で必要な部分全体にモールド樹脂４３
を注入・封止し、（７）外部端子用のはんだボール４７を取り付け、（８）各半導体装置
５０に切断した。
【００５９】
　ここで、接続部周囲を保護するアンダーフィル樹脂４９に関して、図１３及び図１４の
例では、有機基板４５に接する半導体チップ３２の接続部のみ保護した。これは、１段目
の半導体チップ３２では、有機基板４５と半導体チップ３２の熱膨張係数差により、応力
が大きいが、１段目以降、例えば２段目と３段目ではＳｉ同士の接続となるために熱膨張
係数差は小さくなり、接続部の保護はあまり必要がないと考えたが、アンダーフィル樹脂
をそれぞれに用いても良い。或いは、真空雰囲気にして、一括してアンダーフィル樹脂を
封入しても良い。また、このとき、熱圧着プロセスの前にディスペンサーなどで樹脂を供
給し、熱圧着することにより、その樹脂が硬化するような先塗布樹脂を用いても良い。
【００６０】
　（実施の形態４）
　図１５を用いて、本発明の実施の形態４として、前記実施の形態１の接続構造を他の接
続形態に用いた例について説明する。図１５は、Ｃｕポスト５１を有する半導体チップ５
２を有機基板５３に接続する方法を示した例である。
【００６１】
　まず、（１）有機基板５３上のＣｕによる電極５４に、Ｓｎ－Ｂｉはんだ粉末とＮｉ粒
子と有機成分とを混合したはんだペースト５５を供給した。これに、（２）Ｃｕポスト５
１を形成した半導体チップ５２を位置合わせして熱圧着工程により接続させ、（３）目的
の接続構造体５６を得た。このとき、Ｓｎ－Ｂｉはんだ粉末を含むはんだペースト５５を
用いているので、接続温度は１７０℃とし、確実なぬれ性が確保された。また、この接続
構造体５６は、その後の工程で、他の半導体チップと有機基板５３間のワイヤボンド接続
、有機基板５３裏面の外部端子用のはんだボール付け、マザーボードへの取り付けなどの
工程を経るが、Ｎｉ粒子を核として生成したＳｎ－Ｃｕ－Ｎｉ化合物がはんだ接続部中に
析出していることにより、その後の工程に剥離などの問題は生じなかった。
【００６２】
　以上より、前記実施の形態１の接続構造を採ることにより、低温加熱が可能で応力を低
減でき、かつ、積層接続に耐え得ることが分かった。
【００６３】
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　以上、本発明者によってなされた発明を実施の形態に基づき具体的に説明したが、本発
明は前記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可
能であることはいうまでもない。
【００６４】
　例えば、前記実施の形態１の接続構造を用いた他の接続形態としては、ＣｏＣ接続など
の半導体チップ／半導体チップ間の接続、パッケージ構造の積層接続、ＰｏＰ接続などに
も適用可能で、信頼性向上に有効である。
【００６５】
　このうち、パッケージ構造の積層接続の例を図１６に示す。図１６では、半導体パッケ
ージ６３を３段に積層接続した構造を示している。個々の半導体パッケージ６３は、基板
６１上に半導体チップ６２が搭載され、モールド樹脂６６で封止されている。各半導体パ
ッケージ６３の間は、前記実施の形態１の接続構造６５を用いて、各半導体パッケージ６
３のスルーホール電極６４を介して電気的に接続されている。そして、最下段の半導体パ
ッケージ６３の裏面には外部端子用のはんだボール６７が取り付けられている。このよう
な接続形態においても、前記実施の形態と同様の効果を得ることができる。
【００６６】
　本願の実施の形態に記載の発明は、Ｓｎ－Ｉｎ系合金により接続しているため、Ｓｎ－
Ｉｎ系合金では、Ｓｎ－５２ｍａｓｓ％Ｉｎの場合に融点が１２０℃まで低温化できるこ
とから、低温で接続可能であり、反りによる問題が低減し、接続歩留まりを向上させるこ
とができる。
【００６７】
　また、本願の実施の形態に記載の発明は、電極間の接続部中のはんだが固化する温度が
低温化することから、接続部の残留応力を低減させることができ、接続部の信頼性を向上
させることが可能である。特に、有機基板のガラス転移温度は、高耐熱のものは１５０℃
前後、通常のＦＲ４レベルの有機基板では１２０℃付近であるため、ガラス転移温度以下
の温度で固化できることから、残留応力を大幅に低減することが可能である。
【００６８】
　また、本願の実施の形態に記載の発明は、電極材料にはＣｕを主成分とし、且つ、はん
だ中に予めＮｉ粒子を添加させたことから、はんだ層中に、Ｓｎ－Ｃｕ－Ｎｉ化合物が析
出するため、接続後、さらに次の半導体チップ等の積層接続、はんだバンプ付け、マザー
ボードへの実装等の加熱プロセスにおいても、接続部が再溶融しても接続部が破断するな
どの問題はなく、積層が可能となる。
【００６９】
　また、本願の実施の形態に記載の発明は、２つ以上の粒径分布を有するＮｉ粒子をはん
だ中に添加させる場合には、微細な粒径（～５μｍ以下）のＮｉ粒子は反応を促進させる
効果を示し、粒径の大きいＮｉ粒子（５～２０μｍ）は、はんだ成分、電極成分と反応し
て体積が増した化合物を電極間に挟み込むようにすれば、接続部の高さを調整することに
利用することができる。さらに、この化合物が挟み込まれた電極間の構造により、接続部
が再溶融してもより強固に接続部が破断するのを防止することが可能となる。
【００７０】
　また、本願の実施の形態に記載の発明は、はんだ材料を溶融させて接続するため、低荷
重での接続が可能で、薄い半導体チップにも適用が可能である。
【００７１】
　また、本願の実施の形態に記載の発明は、本発明の別の効果として、従来のフリップチ
ップ接続においては、貴金属であるＡｕがＳｎ中に容易に溶け込む性質を利用して、はん
だが接続時に高融点化させるＡｕはんだプロセスなどを用いることが多かったが、Ａｕを
用いなくても、Ｃｕ－Ｓｎの生成速度に比較して、Ｃｕ－Ｎｉ－Ｓｎ化合物の生成速度が
速いため、Ａｕを用いない脱Ａｕ接続が可能である。これは、低コスト化に効果的なプロ
セスといえる。
【産業上の利用可能性】
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【００７２】
　本発明は、半導体装置の製造技術に関し、特に、半導体チップ、または、半導体チップ
を搭載した配線基板を積層した半導体装置や、電気機器、電子部品などに広く利用可能で
ある。
【符号の説明】
【００７３】
　１…接続構造（第１）、２…電極、３…電極、４…Ｓｎ－Ｃｕ－Ｎｉ化合物（界面）、
５…はんだ層、６…Ｓｎ－Ｃｕ－Ｎｉ化合物（はんだ中）、７…Ｓｎ－Ｉｎはんだ粉末、
８…Ｎｉ粒子、９…有機成分、１０…はんだペースト、１１…Ｎｉコア、１２…Ｓｎ－Ｉ
ｎ層、１３…接続構造（第２）、１４…Ｓｎ－Ｃｕ－Ｎｉ化合物（大きい粒径）、１５…
Ｓｎ－Ｃｕ－Ｎｉ化合物（小さい粒径）、１６…はんだペースト（２種類の粒径分布を有
するＮｉ粒子を添加）、１７…Ｎｉ粒子（粒径５～２０μｍ）、１８…Ｎｉ粒子（粒径０
．１～５μｍ）、１９…Ｎｉ（突起のある形状）、２０…はんだペースト（突起のあるＮ
ｉ粒子を含む）、２１…Ｓｎ－Ｃｕ－Ｎｉ化合物（突起のある形状）、２２…接続構造（
第３）、
　３１…Ｓｉウェハ、３２…半導体チップ、３３…はんだバンプ、３４…能動素子面（Ｓ
ｉウェハ）、３５…凹部、３６…導電部材、３７…はんだペースト（Ｓｎ－Ｉｎはんだ粉
末とＮｉ粒子と有機成分とを混合）、３８…メタルマスク、４０…電極（裏面）、４１…
境界線、４２…熱圧着装置のステージ、４３…モールド樹脂、４４…積層接続した半導体
チップ、４５…有機基板、４６…電極、４７…はんだボール（外部端子用）、４８…半導
体装置、４９…アンダーフィル樹脂、５０…半導体装置、５１…Ｃｕポスト、５２…半導
体チップ、５３…有機基板、５４…電極、５５…はんだペースト（Ｓｎ－Ｂｉはんだ粉末
とＮｉ粒子と有機成分とを混合）、５６…接続構造体、６１…基板、６２…半導体チップ
、６３…半導体パッケージ、６４…スルーホール電極、６５…接続構造、６６…モールド
樹脂、６７…はんだボール。
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